
生活支援コーディネーター・協議体について 

参考資料３－１ 



地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律の概要 

 持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律に基づく措置として、効率的かつ質の高い医療
提供体制を構築するとともに、地域包括ケアシステムを構築することを通じ、地域における医療及び介護の総合的な確
保を推進するため、医療法、介護保険法等の関係法律について所要の整備等を行う。 

 

１．新たな基金の創設と医療・介護の連携強化（地域介護施設整備促進法等関係） 

 ①都道府県の事業計画に記載した医療・介護の事業（病床の機能分化・連携、在宅医療・介護の推進等）のため、 

  消費税増収分を活用した新たな基金を都道府県に設置  

 ②医療と介護の連携を強化するため、厚生労働大臣が基本的な方針を策定  

２．地域における効率的かつ効果的な医療提供体制の確保（医療法関係） 
 ①医療機関が都道府県知事に病床の医療機能（高度急性期、急性期、回復期、慢性期）等を報告し、都道府県は、そ

れをもとに地域医療構想（ビジョン）（地域の医療提供体制の将来のあるべき姿）を医療計画において策定  

 ②医師確保支援を行う地域医療支援センターの機能を法律に位置付け  
 

３．地域包括ケアシステムの構築と費用負担の公平化（介護保険法関係） 

 ①在宅医療・介護連携の推進などの地域支援事業の充実とあわせ、全国一律の予防給付(訪問介護・通所介護)を地域    

  支援事業に移行し、多様化  ※地域支援事業：介護保険財源で市町村が取り組む事業 

 ②特別養護老人ホームについて、在宅での生活が困難な中重度の要介護者を支える機能に重点化  

 ③低所得者の保険料軽減を拡充  

 ④一定以上の所得のある利用者の自己負担を２割へ引上げ（ただし、一般の世帯の月額上限は据え置き） 

 ⑤低所得の施設利用者の食費・居住費を補填する「補足給付」の要件に資産などを追加  
 
４．その他  

 ①診療の補助のうちの特定行為を明確化し、それを手順書により行う看護師の研修制度を新設 

 ②医療事故に係る調査の仕組みを位置づけ 

 ③医療法人社団と医療法人財団の合併、持分なし医療法人への移行促進策を措置 

  ④介護人材確保対策の検討（介護福祉士の資格取得方法見直しの施行時期を27年度から28年度に延期） 

   

 公布日。ただし、医療法関係は平成26年10月以降、介護保険法関係は平成27年４月以降など、順次施行。 

 概 要 

 趣 旨 

 施行期日（予定） 
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高齢者が住み慣れた地域で生活を継続できるようにするため、介
護、医療、生活支援、介護予防を充実。 

低所得者の保険料軽減を拡充。また、保険料上昇をできる限り抑
えるため、所得や資産のある人の利用者負担を見直す。 

介護保険制度の改正の主な内容について 

②費用負担の公平化 ①地域包括ケアシステムの構築 

 

 

○地域包括ｹｱｼｽﾃﾑの構築に向けた地域支援事業の充実  
 
 
 
 
 
 
     * 介護サービスの充実は、前回改正による24時間対応の

定期巡回サービスを含めた介護サービスの普及を推進 
    * 介護職員の処遇改善は、27年度介護報酬改定で検討 

 

   

サービスの充実 
 

○低所得者の保険料の軽減割合を拡大 

  ・給付費の5割の公費に加えて別枠で公費を投入し、低所得者
の保険料の軽減割合を拡大 

 

  

低所得者の保険料軽減を拡充 

 

①全国一律の予防給付(訪問介護・通所介護)を市町
村が取り組む地域支援事業に移行し、多様化  

 

 

 

 
 

重点化・効率化 

 

 

①一定以上の所得のある利用者の自己負担を引上げ 
 ・ ２割負担とする所得水準を、６５歳以上高齢者の所得上位20％と

した場合、合計所得金額160万円（年金収入で、単身280万円以上、

夫婦346万円以上）。 

・ 医療保険の現役並み所得相当の人は、月額上限を37,200円から 

44,400円に引上げ        
②低所得の施設利用者の食費・居住費を補填する
「補足給付」の要件に資産などを追加 

  ・預貯金等が単身1000万円超、夫婦2000万円超の場合は対象外 

  ・世帯分離した場合でも、配偶者が課税されている場合は対象外 

  ・給付額の決定に当たり、非課税年金（遺族年金、障害年金）を収 

入として勘案   *不動産を勘案することは、引き続きの検討課題 

重点化・効率化 

○ このほか、「2025年を見据えた介護保険事業計画の策定」、「サービス付高齢者向け住宅への住所地特例の適用」、 「居宅介護支援
事業所の指定権限の市町村への移譲・小規模通所介護の地域密着型サービスへの移行」等を実施 

* 段階的に移行（～２９年度） 

* 介護保険制度内でサービスの提供であり、財源構成も変わらない。 

* 見直しにより、既存の介護事業所による既存サービスに加え、NPO、 
民間企業、住民ボランティア、協同組合等による多様なサービスの提
供が可能。これにより、効果的・効率的な事業も実施可能。 

②特別養護老人ホームの新規入所者を、原則、要介護
３以上に限定（既入所者は除く） 

  * 要介護１・２でも一定の場合には入所可能 

* 保険料見通し： 現在5,000円程度→2025年度8,200円程度 

* 軽減例： 年金収入80万円以下 5割軽減 → 7割軽減に拡大 

* 軽減対象： 市町村民税非課税世帯（65歳以上の約３割）  

①在宅医療・介護連携の推進 

②認知症施策の推進 

③地域ケア会議の推進 

④生活支援サービスの充実・強化 
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○ 対象者は、第１号被保険者の全ての者
及びその支援のための活動に関わる者。 

 

 
○対象者は、制度改正前の要支援者に相当する者。 
①要支援認定を受けた者 
②基本チェックリスト該当者（事業対象者） 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
事業対象者は、要支援者に相当する状態等の者を想定。 

※ 基本チェックリストは、支援が必要だと市町村や地域包括支援セン
ターに相談に来た者に対して、簡便にサービスにつなぐためのもの。 

※ 予防給付に残る介護予防訪問看護、介護予防福祉用具貸与等を利
用する場合は、要支援認定を受ける必要がある。 

 

 

事業 内容 

訪問型サービス 
要支援者等に対し、掃除、洗濯等の日常生活
上の支援を提供 

通所型サービス 
要支援者等に対し、機能訓練や集いの場など
日常生活上の支援を提供 

その他の生活支
援サービス 

要支援者等に対し、栄養改善を目的とした配食
や一人暮らし高齢者等への見守りを提供 

介護予防ケアマ
ネジメント 

要支援者等に対し、総合事業によるサービス等
が適切に提供できるようケアマネジメント 

事業 内容 

介護予防把握事業 
収集した情報等の活用により、閉じこ
もり等の何らかの支援を要する者を
把握し、介護予防活動へつなげる 

介護予防普及啓発
事業 

介護予防活動の普及・啓発を行う 

地域介護予防活動
支援事業 

住民主体の介護予防活動の育成・支
援を行う 

一般介護予防事業
評価事業 

介護保険事業計画に定める目標値
の達成状況等を検証し、一般介護予
防事業の評価を行う 

地域リハビリテー
ション活動支援事
業 

介護予防の取組を機能強化するため、
通所、訪問、地域ケア会議、住民主
体の通いの場等へのリハビリ専門職
等による助言等を実施 

（１）介護予防・生活支援サービス事業（サービス事業） （Ｐ13～） （２） 一般介護予防事業 （Ｐ14～） 

 総合事業を構成する各事業の内容及び対象者 
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訪問看護、福祉用具等 

※全国一律の人員基準、運営基準 

 

 

介護予防給付 

介護予防・生活支援サービス事業対象者 要 支 援 者 

総 合 事 業 

要支援認定 

一般介護予防事業（要支援者等も参加できる住民運営の通いの場の充実等。全ての高齢者が対象。） 

一般高齢者等 

地域包括支援センターが介護予防ケアマネジメントを実施 

【参考】総合事業の概要 

○ 訪問介護・通所介護以外のサービス（訪問看護、福祉用具等）は、引き続き介護予防給付によるサービス提供を継続。   

○ 地域包括支援センターによる介護予防ケアマネジメントに基づき、総合事業（介護予防・生活支援サービス事業及び一般介護予防事

業）のサービスと介護予防給付のサービス（要支援者のみ）を組み合わせる。 

○ 介護予防・生活支援サービス事業によるサービスのみ利用する場合は、要介護認定等を省略して「介護予防・生活支援サービス事業対

象者」とし、迅速なサービス利用を可能に（基本チェックリストで判断）。 

※ 第２号被保険者は、基本チェックリストではなく、要介護認定等申請を行う。 

介護予防・生活支援サービス事業 
①訪問型・通所型サービス 
②その他の生活支援サービス（栄養改善を目的とした配食、定期的な安否確認・緊急時の対応 等） 

 ※事業内容は、市町村の裁量を拡大、柔軟な人員基準・運営基準 

従 来 の 要 支 援 者 

基本チェックリスト※で判断 

※２次予防事業対象者
把握のための基本
チェックリストの配布
は行わない 
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第１ 総合事業に関す
る総則的な事項 



第２ サービスの類型 

①訪問型サービス （Ｐ22～） ※ 市町村はこの例を踏まえて、地域の実情に応じた、サービス内容を検討する。 

○ 訪問型サービスは、現行の訪問介護に相当するものと、それ以外の多様なサービスからなる。 

○ 多様なサービスについては、雇用労働者が行う緩和した基準によるサービスと、住民主体による支援、

保健・医療の専門職が短期集中で行うサービス、移動支援を想定。 

基準 現行の訪問介護相当 多様なサービス 

サービス 
種別 

①訪問介護 ②訪問型サービスＡ 
（緩和した基準によるサービス） 

③訪問型サービスＢ 
（住民主体による支援） 

④訪問型サービスＣ 
（短期集中予防サービス） 

⑤訪問型サービスＤ 
（移動支援） 

サービス 
内容 

訪問介護員による身体介護、生活援助 生活援助等 
住民主体の自主活動とし
て行う生活援助等 

保健師等による居宅で
の相談指導等 

移送前後の生活支援 

対象者と
サービス
提供の考
え方 

○既にサービスを利用しているケースで、
サービスの利用の継続が必要なケース 
○以下のような訪問介護員によるサービ
スが必要なケース 
（例） 
・認知機能の低下により日常生活に支障があ
る症状・行動を伴う者 
・退院直後で状態が変化しやすく、専門的
サービスが特に必要な者 等 
 

※状態等を踏まえながら、多様なサービスの
利用を促進していくことが重要。 

○状態等を踏まえながら、住民主体による支援
等「多様なサービス」の利用を促進 

・体力の改善に向け
た支援が必要なケー
ス 
・ADL・IADLの改善に
向けた支援が必要な
ケース 
 
※3～6ケ月の短期間で行
う 

  
訪問型サービスＢ 

に準じる 

実施方法 事業者指定 事業者指定／委託 補助（助成） 直接実施／委託 

基準 予防給付の基準を基本 人員等を緩和した基準 
個人情報の保護等の 
最低限の基準 

内容に応じた 
独自の基準 

サービス 
提供者（例） 

訪問介護員（訪問介護事業者） 主に雇用労働者 ボランティア主体 
保健・医療の専門職 

（市町村） 

○ 要支援者等の多様な生活支援のニーズに対して、総合事業で多様なサービスを提供していくため、市町村
は、サービスを類型化し、それに併せた基準や単価等を定めることが必要。そこで、地域における好事例を
踏まえ、以下のとおり、多様化するサービスの典型的な例を参考として示す（別紙参照）。（Ｐ21～） 
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基準 現行の通所介護相当 多様なサービス 

サービス 
種別 

① 通所介護 
② 通所型サービスＡ 
（緩和した基準によるサービ

ス） 

③ 通所型サービスＢ 
（住民主体による支援） 

④ 通所型サービスＣ 
（短期集中予防サービス） 

サービス 
内容 

通所介護と同様のサービス 
生活機能の向上のための機能訓練 

ミニデイサービス    
運動・レクリエーション 
等 

体操、運動等の活動な
ど、自主的な通いの場 

生活機能を改善するため
の運動器の機能向上や栄
養改善等のプログラム 

対象者と 
サービス
提供の考
え方 

○既にサービスを利用しており、サービスの利用
の継続が必要なケース 
○「多様なサービス」の利用が難しいケース 
○集中的に生活機能の向上のトレーニングを行
うことで改善・維持が見込まれるケース 
※状態等を踏まえながら、多様なサービスの利用を促進し
ていくことが重要。 

○状態等を踏まえながら、住民主体による支援
等「多様なサービス」の利用を促進 

・ADLやIADLの改善に向け
た支援が必要なケース 
等 
 
※3～6ケ月の短期間で実
施 

実施方法 事業者指定 事業者指定／委託 補助（助成） 直接実施／委託 

基準 予防給付の基準を基本 人員等を緩和した基準 
個人情報の保護等の 
最低限の基準 

内容に応じた独自の基準 

サービス 
提供者
（例） 

通所介護事業者の従事者 
主に雇用労働者 

＋ボランティア 
ボランティア主体 

保健・医療の専門職 
（市町村） 

②通所型サービス （Ｐ23～） 

 

※ 市町村はこの例を踏まえて、地域の実情に応じた、サービス内容を検討する。 

○ 通所型サービスは、現行の通所介護に相当するものと、それ以外の多様なサービスからなる。 
○ 多様なサービスについては、雇用労働者が行う緩和した基準によるサービスと、住民主体による支援、
保健・医療の専門職により短期集中で行うサービスを想定。 

③その他の生活支援サービス  （Ｐ24～） 

○ その他の生活支援サービスは、①栄養改善を目的とした配食や、②住民ボランティア等が行う見守り、
③訪問型サービス、通所型サービスに準じる自立支援に資する生活支援（訪問型サービス・通所型サービ
スの一体的提供等）からなる。 
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        【参考】生活支援・介護予防の体制整備におけるコーディネーター・協議体の役割 

（２）協議体の設置 ⇒多様な関係主体間の定期的な情報共有及び連携・協働による取組を推進 

 

 

 

 

 

（１）生活支援コーディネーター（地域支え合い推進員）の配置 
 ⇒多様な主体による多様な取組のコーディネート機能を担い、一体的な活動を推進。コーディネート機能は、以下のＡ～Ｃ

の機能があるが、当面ＡとＢの機能を中心に充実。 

 

 

 

   

    

   エリアとしては、第１層の市町村区域、第２層の中学校区域があり、平成26年度は第１層、平成29年度までの間に第２
層の充実を目指す。 

     
   ① 第１層 市町村区域で、主に資源開発（不足するサービスや担い手の創出・養成、活動する場の確保）中心 
     ② 第２層 中学校区域で、第１層の機能の下で具体的な活動を展開 
       ※ コーディネート機能には、第３層として、個々の生活支援サービスの事業主体で、利用者と提供者をマッチングする 
     機能があるが、これは本事業の対象外 

（Ａ）資 源 開 発 （Ｂ）ネットワーク構築 （Ｃ）ニーズと取組のマッチング 

生
活
支
援 

・ 

介
護
予
防
の
基
盤
整
備
に
向
け
た
取
組 

○ 地域に不足するサービスの創出 
○ サービスの担い手の養成 
○ 元気な高齢者などが担い手とし
て活動する場の確保  など  

○ 関係者間の情報共有 
○ サービス提供主体間の連携の体
制づくりなど  

○ 地域の支援ニーズとサービス提
供主体の活動をマッチング など 

民間企業 ボランティア ＮＰＯ 協同組合 社会福祉法人 

生活支援・介護予防サービスの多様な関係主体の参画例 

※１ これらの取組については、平成２６年度予算においても先行的に取り組めるよう５億円を計上。 

※２ コーディネーターの職種や配置場所については、一律には限定せず、地域の実情に応じて多様な主体が活用でき
る仕組みとする予定であるが、市町村や地域包括支援センターと連携しながら活動することが重要 
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第３ 生活支援・介護
予防サービスの充実 
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等 



経過措置期間 

２７’ ２８’ ２９’ 

保

険

者

数 
 

３０’ 

法改正 

27、28年度は市町村の選択で移行（エリアごとも可） 

要支援認定期間→最大12か月 

全ての保険者・エリアで導入 

○市町村が条例で定める場合は、総合事業の実施を平成29年４月まで猶予可能。 

○市町村は、できる限り早期から新しい総合事業に取り組む。一方で、受け皿の整備等のため、一定の時間をかけて、総合事業を開始する

ことも選択肢。※総合事業の実施を猶予する場合も、総合事業の実施猶予の趣旨を踏まえ、現在から着実に受け皿の整備を行うよう努めることが適当。 

＜段階的な実施例＞ 

① エリアごとに予防給付を継続（【例】広域連合の市町村ごと） 

② 初年度は総合事業によるサービスの利用を希望する者以外は予防給付を継続 

③ 既に給付によるサービスを利用している者は、初年度は予防給付とし、翌年度当初からすべての者を総合事業に移行 

   ：予防給付 

 （訪問介護・通所介護） 

    
   ：新しい総合事業 

既にサービスを受けている者については事業移行後も 

必要に応じて既存サービス相当のサービスを利用可能とする。 

訪問介護、通所介護（予防給付）から訪問型サービス・通所型サービスへの移行（イメージ） 

新しくサービスを受ける者については多様なサービスの利用を促進 

（必要に応じて既存サービス相当のサービスを利用可能とする） 

第７ 総合事業への円滑な移行  （P128～） 
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【財源構成】 
 

国 25% 
 

都道府県  
 12.5% 
 

市町村  
 12.5% 
 

1号保険料  

 21% 
 

2号保険料  
 29% 

 

 
 

【財源構成】 
 

国 39.5% 
 

都道府県  
 19.75% 
 

市町村   
 19.75% 
 

1号保険料   

 21% 
 

介護予防給付 

 （要支援1～２） 

介護予防事業 
又は介護予防・日常生活支援総合事業 

○ 二次予防事業 
○ 一次予防事業 

 

介護予防・日常生活支援総合事業の場合 
は、上記の他、生活支援サービスを含む 
要支援者向け事業、介護予防支援事業。 

包括的支援事業 
○地域包括支援センターの運営 

  ・介護予防ケアマネジメント、総合相談支援 

   業務、権利擁護業務、ケアマネジメント支援 

任意事業 
○ 介護給付費適正化事業 
○ 家族介護支援事業 
○ その他の事業 

新しい介護予防・日常生活支援総合事業 
（要支援1～２、それ以外の者） 

 
○ 介護予防・生活支援サービス事業 
  ・訪問型サービス 
  ・通所型サービス 
  ・生活支援サービス（配食等） 
  ・介護予防支援事業（ケアマネジメント） 
○ 一般介護予防事業 

包括的支援事業  
 
○ 地域包括支援センターの運営 

（左記に加え、地域ケア会議の充実） 

○ 在宅医療・介護連携の推進 
○ 認知症施策の推進 

（認知症初期集中支援チーム、認知症地域支援推進員 等） 

○ 生活支援サービスの体制整備 
（コーディネーターの配置、協議体の設置等） 

介護予防給付（要支援1～２） 

充
実 

現行と同様 

事業に移行 

訪問看護、福祉用具等 

訪問介護、通所介護 

多
様
化 

任意事業 
○ 介護給付費適正化事業 
○ 家族介護支援事業 
○ その他の事業 

地
域
支
援
事
業 

地
域
支
援
事
業 

介護給付 （要介護1～５） 介護給付（要介護1～５） 

＜現行＞ ＜見直し後＞ 介護保険制度 

全市町村で
実施 

【参考】介護予防・日常生活支援総合事業（新しい総合事業）の構成 
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